
事業調整積立金
単位：円

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
残額

積立金 取崩額 積立金 取崩額 積立金 取崩額 積立金 取崩額 積立金 取崩額 積立金 取崩額 積立金

全団体向け事業調整積立金 1,674,494 1,034,200 1,649,927 1,409,000 7,750,583 4,844,000 13,613,862 6,000,000 6,620,823 11,342,000 10,235,437 9,268,000 10,354,102 18,002,028

（全団体事業） 1,674,494 1,034,200 1,649,927 1,409,000 7,750,583 4,844,000 13,613,862 6,000,000 6,614,973 11,342,000 10,216,317 9,268,000 10,335,332 17,958,288

（あいちLGWANアクセス） 0 5,850 0 19,120 0 18,770 43,740

特定団体向け事業調整積立金 0 0 153,060 0 1,227,736 1,376,000 1,469,860 0 13,255,682 11,067,000 25,593,436 23,924,000 33,442,098 38,774,872

(施設予約） 0 153,060 0 669,870 822,000 109,327 0 1,232,166 0 3,004,387 2,939,000 14,709,377 16,117,187

(電子調達（CALS/EC)） 0 553,655 553,000 494,409 0 5,742,328 5,706,000 19,732,175 18,933,000 11,046,374 12,376,941

（電子調達(物品等）） 0 865,304 0 6,276,148 5,361,000 2,850,894 2,052,000 7,680,882 10,260,228

(インターネット環境整備） 0 4,211 1,000 820 0 5,040 0 5,980 0 5,465 20,516

総額 1,674,494 1,034,200 1,802,987 1,409,000 8,978,319 6,220,000 15,083,722 6,000,000 19,876,505 22,409,000 35,828,873 33,192,000 43,796,200 56,776,900

　　　＜参考＞　　資金収支差額の処理について（平成１６年度第１回定期総会決定）

（１）　収入と支出の差額について、事業調整積立金とする。

（２）　事業費相当分については、翌年度の負担金に充当するものとする。

（３）　事務費相当分については、不測の事業に伴う支出に備え留保するものとする。

※　平成18年度の事業調整積立金の処理について

　　１　全団体向け事業調整積立金

（１）　これまでの事業調整積立金4,844,000円を取り崩し、平成１８年度の負担金に充当する。

（２）　取り崩す額は、平成16年度分800円、平成１７年度分4,843,200円、合計　4,844,000円とする。

　　２　特定団体向け事業調整積立金（施設予約）

（１）　これまでの事業調整積立金822,000円を取り崩し、以下のとおり充当する。

①　うち、前年度事業費相当額341,000円を平成１８年度負担金に充当する。

②　①うち、1,000円をデータセンタ運営費に充当する。（端数分）

③　うち、481,000円を稼働式等の経費に当てるため、事務費に充当する。

（２）　取り崩す額は、平成16年度分153,000円、平成１７年度分669,000円、合計822,000円とする。

　　３　特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC)事業

（１）　これまでの事業調整積立金553,000円を取り崩し、事務費に充当する。

（２）　取り崩す額は、平成17年度分553,000円とする。

　　４　特定団体向け事業調整積立金（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境整備事業）

（１）　これまでの事業調整積立金1,000円を取り崩し、事務費に充当する。

（２）　取り崩す額は、平成17年度分1,000円とする。

※　平成19年度の事業調整積立金の処理について

　　１　全団体向け事業調整積立金

（１）　これまでの事業調整積立金6,000,000円を取り崩し、平成１９年度の負担金に充当する。
（２）　取り崩す額は、平成17年度分650 円、平成１8年度分5,999,350円、合計 6,000,000円とする。

※　平成20年度の事業調整積立金の処理について
　　１　全団体向け事業調整積立金

（１）　これまでの事業調整積立金11,342,000を取り崩し、以下のとおり充当する。
①　うち、5,000,000円は、新電子申請届出システムに係る基本設計事業に充当する。
②　うち、6,342,000円は、平成20年度の負担金に充当する。

（２）　取り崩す額は、平成１８年度分6,213,715円、平成１９年度分5,128,285円、合計　11,342,000円とする。
　　２　特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC)事業

（１）　これまでの事業調整積立金5,706,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。
（２）　取り崩す額は、平成１８年度分375,381円、平成１９年度分5,330,619円、合計 5,706,000円とする。

　　３　特定団体向け事業調整積立金（物品等）事業
（１）　これまでの事業調整積立金5,361,000円を取り崩し、平成20年度の負担金に充当する。
（２）　取り崩す額は、平成１９年度分5,361,000円とする。

※　平成21年度の事業調整積立金の処理について
　　１　全団体向け事業調整積立金

（１）　これまでの事業調整積立金9,268,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
（２）　取り崩す額は、平成１９年度分669円、平成２０年度分9,267,331円、合計　9,268,000円とする。

　　２　特定団体向け事業調整積立金（施設予約）
（１）　これまでの事業調整積立金2,939,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
（２）　取り崩す額は、平成17年度分750円、平成１8年度分2,810円、平成19年度分552,918円、平成20年度分2,382,522円、合計2,939,000円とする。

　　３　特定団体向け事業調整積立金(CALS/EC)事業
（１）　これまでの事業調整積立金18,933,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
（２）　取り崩す額は、平成１9年度分856円、平成20年度分18,932,144円、合計 18,933,000円とする。

　　４　特定団体向け事業調整積立金（物品等）事業
（１）　これまでの事業調整積立金2,052,000円を取り崩し、平成21年度の負担金に充当する。
（２）　取り崩す額は、平成１９年度分502円、平成20年度分2,051,498円、合計2,052,000円とする。
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